
西東京市子ども食堂推進事業補助金 Ｑ＆Ａ 

（令和５年６月 28日更新版） 

 

このＱ＆Ａは、西東京市子ども食堂推進事業の項目ごとに作成しています。事

業等の実施の参考としてください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施方法に関するＱ＆Ａ 

 

４-１ 子ども食堂の開催は、月１回以上開催するとなっていますが、やむを

得ない事情で開催できないときは、補助の対象となりませんか。 

 

⇒地域に子どもたちの居場所を月に１回以上は確保していただきたいという

趣旨から、月１回以上の開催をお願いします。 

⇒予定した子ども食堂の開催が、合理的な理由で出来ない場合は、その旨の理

由書を提出していただきます。この場合、その月を開催したものとみなして

補助の対象といたします。 

⇒合理的な理由としては、例えば、開催場所の地域の小学校や中学校において

インフルエンザ等の流行があるため感染防止の観点から中止するなどの場

合が考えられます。 

⇒スタッフが開催間近に感染症の発症があり、他のスタッフへの感染拡大を防

止するため中止するなどといった理由は、開催できない事情にあたります。 

⇒実施が難しくなったときは、まず事務局にご相談ください。 

 

４-２ 配食・宅食の取組について、月に１回以上の実施をしなければなりま

せんか。 

 

⇒配食・宅食の取組については、回数の制限はありません。 

⇒月に１回以上の実施は、子ども食堂の開催についての要件となります。 

 

 

① 子どもの居場所、見守りを主として取組む。 

② すべての子どもやその保護者を対象として、参加者が気軽に立ち寄り、

食事を取りながら、相互に交流を行う場を提供する。 

③ 食事は、原則として子ども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した栄

養バランスの良いものを提供する。 

子ども食堂推進事業の目的・主たる取組 



４-３ 子ども食堂の開催は、参加者が１回当たり合わせて 10 人以上参加で

きる規模で開催しなければならないが、スペース的に厳しい。この場合は、

補助の対象となりませんか。 

 

⇒補助金を受けるための基本事項であるため、スペース的に厳しいとのことで

すが、工夫によりスペースの確保をしていただくか、他の場所をご検討して

いただくようお願いいたします。 

 

４-４ 配食・宅食の取組についても、参加者が１回当たり合わせて 10人以上

参加できる規模で開催しなければなりませんか。 

 

⇒配食・宅食の取組については、その必要はありませんが、子ども食堂の開催

も同時に実施する場合は、食事のできるスペースの確保をお願いいたします。 

 

４-５ 子ども（大人）食堂として開催し、子どもや保護者以外の大人も対象

としている。子どもは 10人ぐらい参加しているが、補助金の対象となりま

すか。 

 

⇒各団体の活動内容は、各団体の目的や考え方で決めるものであり、様々な態

様があるものと認識しています。 

⇒子ども食堂推進事業補助金は、各団体の自主的な活動を制約するものではあ

りません。 

⇒ただし、補助の対象となるためには、西東京市子ども食堂推進事業の３実施

方法、４実施場所、５衛生管理及び事故防止に記載された事項を実施する必

要があります。 

 

４-６ 連絡会に年１回は出席しなければならないが、都合により出席できな

い場合は、補助の対象とならないですか。 

 

⇒補助金を受けるための基本事項であるため、団体内でご調整のうえ、スタッ

フ１人以上のご参加をお願いいたします。 

⇒連絡会では、各団体との情報交換を行いますので、スタッフの方々のご参加

をお願いいたします。 

 

４-７ 研修に年１回は出席しなければならないが、都合により出席できない

場合は、補助の対象とならないですか。 

 

⇒研修への出席が無い場合は、補助の対象となりません。 

⇒団体内でご調整のうえ、スタッフ１人以上のご参加をお願いいたします。日

程は決まりましたらご案内いたします。 



 

４-８ 「子ども・家庭支援に関わる相談窓口の周知」とは、具体的にどのよ

うなことになりますか。 

 

⇒参加者や気になるお子さんに向けた活動です。 

⇒子ども家庭支援センターからリーフレットや冊子などの送付をしていきま

す。 

⇒市の子ども・家庭支援の相談窓口に関するリーフレットや冊子などの設置や

壁面等への掲示などを想定しています。 

 

４-９ 「参加者の生活状況を把握し相談に応じる」とは、どのようなことに

なりますか。 

 

⇒家庭状況の把握とは、自然な形でのコミュニケーションを通じて、目視や聞

き取りにより把握していただくことを想定しています。 

⇒家庭の状況を記録した報告書の作成までを求めるものではありません。 

 

４-10 「必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること」とあるが、

関係機関を知らないので、どのように行ったらよいのでしょうか。 

 

⇒先ずは子ども家庭支援センターの地区担当の相談員にご相談をお願いいた

します。 

⇒関係機関は、今後、開催する研修でご紹介していきますが、子ども食堂の皆

様において関係機関としては、先ずは子ども家庭支援センターにつなげてい

ただく、あるいは、つなげ方も含め子ども家庭支援センターの地区の相談員

にご相談をお願いいたします。 

 

４-11 食事は、原則として子ども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した

栄養バランスのよいものとしてくださいとあるが、例外としてどのような

ことが想定されますか。 

 

⇒コンビニ弁当や市販の惣菜のみの食事は、子ども食堂の食事として適切とは

言い難いですが、提供するすべての食事が直接調理である必要はなく、メニ

ューの一部として市販の惣菜を提供すること等は、差し支えないです。 

⇒配食・宅食の取組において提供する食事は、子ども食堂で調理した栄養バラ

ンスのよいものが望ましいですが、購入した弁当や寄附等により確保した食

材でもよいです。 

 

 

 



 

６ 衛生管理及び事故防止に関するＱ＆Ａ 

 

６-１ 食品の衛生管理に関する手続きを教えてください。 

 

⇒事業の開始前に、多摩小平保健所に相談し、指導・助言を求めてください。 

⇒相談の結果、届出を行った場合は、その書類のコピーを市（子ども家庭支援

センター）に提出してください。 

⇒届出等が不要とされた場合は、保健所から指導された内容を「計画書」の「手

続内容」欄に記入してください。 

 

６-２ 保険の加入と保健所への届出に係る手続きについて。 

 

⇒令和５年度西東京市子ども食堂推進事業（５の(1)と(5)を参照）に記載のと

おり、保険への加入と多摩小平保健所において所定の手続きを済ませていた

だく必要があります。 

⇒これらの手続き等は、補助要件となりますので、交付申請時までにこれらの

手続きを満たし、かつ、子ども食堂推進事業の申請初年度である場合に限り、

４月又は事業開始月に遡って補助の対象とします。 

⇒補助金の申請を行う団体様は、加入した保険の内容及び多摩小平保健所で行

った手続き（許可や届出、指導・助言）を計画書（別記様式第 1号の１）の

「２加入保険内容」及び「３保健所に対する手続きの内容」にそれぞれ記載

してください。併せて交付申請時に保険証書等及び保健所への届出等の書類

のコピーを提出してください。 

 

６-３ 食物アレルギー対応は必ず行う必要はありますか。 

 

⇒参加する子どもの食物アレルギーの有無は、確認してください。 

⇒食物アレルギーに対応することができないときは、チラシや看板での説明や

受付時に口頭でお伝えするなど、参加者への注意喚起等の適切な対応をして

ください。 

 

７ 補助金制度に関するＱ＆Ａ 

 

７-１ 子ども食堂の活動において、フードパントリーや別途購入した食材の

配付を実施していますが、配付のために購入した食材は、補助対象経費とし

て認められますか。 

 

⇒企業や市民の方からの寄附により確保した食材を、配食・宅食の取組として

配布しても差し支えありません。 



⇒また、子ども食堂が別途購入した食材を配付する場合、当該食材は、配食・

宅食の取組として補助対象経費となります。 

⇒ただし、配食・宅食の取組において提供する食事は、子ども食堂で調理した

栄養バランスのよいものが望ましく、西東京市子ども食堂推進事業が目的と

する子どもの居場所や見守りを主たる取組として継続的に実施していただ

きますようお願いいたします。 

 

７-２ 実績報告書を提出する際は、領収書・レシートをすべて提出する必要

がありますか。 

 

⇒補助金により購入した食材などの領収書やレシート（以下「領収書等」とい

う。）は、証拠書類として１年分を提出する必要があります。 

 

７-３ 実績報告書に添付する領収書等には、何が記載されている必要があり

ますか。 

 

⇒領収書等には、宛て名（子ども食堂の名称）、購入年月日、購入品目、品目

ごとの金額（税込）が必要です。 

⇒これらが記載されていない場合は、補助対象経費と認められなくなります。 

 

７-４ ４月下旬から５月上旬までの期間に補助金の精算・返還と記載されて

いますが、これは１年分の収支を計算して作成するということでしょうか。

計算の結果、補助金に残金が生じた場合、これを返還するということでしょ

うか。 

 

⇒そのとおりです。 

⇒領収書・レシートに記載された品目・金額等を需用費、使用料及び賃借料、

役務費等に分けて１年分の総支出額を算出してください。 

⇒収入金は、食事代・寄附金に分けて１年分の総収入額を算出してください。 

⇒総支出額から総収入額を差し引いた額が、交付済みの補助金額を下回った場

合（補助金が余った場合）は、その余った補助金を市に返還していただきま

す。 

⇒返還方法は、該当する団体様に別途ご案内します。 

 

７-５ 実績報告書を年２回に分けて提出すると記載されているが、具体的に

はいつ頃になりますか。 

 

⇒実績報告書の作成に係る事務的な負担を軽減するため、２回に分けて提出し

ていただきます。 

⇒１回目は、４月から 12 月分までの実績報告書を１月 15 日までに提出して



いただきます。 

⇒２回目は、１月から３月分までの実績報告書を４月 15 日までに提出してい

ただきます。 

 

７-６ 非接触検温器、サーキュレーター、乳・幼児用チェアなどの用品につ

いて、補助対象となりますか。 

 

⇒購入価格が１品目につき税込３万円未満であるものは、補助対象となります。

需用費の欄に記入してください。 

⇒税込３万円以上のものは、すべて補助の対象外となります。 

 

７-８ 食材の購入や運搬のために自家用車を使用したが、車両の使用に係っ

た経費はどのように算出したらよいかですか。 

 

⇒食材の買い出し又は、会場への食材の運搬に車両を使用した場合、走行距離に

応じた燃料費相当額として、１回につき 500 円を上限に補助します。実績報

告の提出の際、車両の使用日時、使用者の氏名、利用した交通経路を記載した

資料を作成し、提出してください。 

⇒車両の使用に関する謝金は、補助対象外となります。 

 

７-９ 公共交通機関を利用して食材の買い出しをしているが、どのように経

費を算出したらよいですか。 

 

⇒公共交通機関を利用した場合は、実際にかかった費用が補助対象となります。 

⇒食材の購入や運搬のため公共交通機関を利用した場合は、日時、場所、利用者

氏名、利用した交通経路、運賃を記載した資料を作成し、提出してください。 

⇒なお、食材の購入先については、原則として活動拠点の近くの市内の店舗又は、

近隣市の店舗での利用を対象範囲とします。 

 

７-10 子ども食堂の開催時に季節の行事を行う予定ですが、行事に使用する

装飾品等の費用は補助対象となりますか。 

 

⇒補助対象となる経費は、食事の提供に係る経費に限るため、装飾品や花火、ゲ

ームなど食事の提供と関連の無いものは、補助対象外となります。 

 

７-11 毎月、子ども食堂の開催日を印刷したチラシを作成していますが、ど

のようなものが補助対象経費となりますか。 

 

⇒コピー紙類、プリンターのインク類、印刷製本費、プリンター（税込み３万円

未満のもの）などとなります。 



 

７-12 子ども食堂の運営を、他の団体に委託して実施する場合は、補助金の

対象となりますか。 

 

⇒本事業補助金は、市民自ら子ども食堂を運営する団体を対象としているため、

事業の委託は、補助の対象外となります。 

 

７-13 自宅や店舗等で子ども食堂を開催しているため、光熱水費は共用とな

っていますが、この場合、どのように算定したらいいですか。 

 

⇒自宅や店舗等が実施場所の場合等、子ども食堂の取組分としての金額が明確

でない場合、開所時間分で按分する等の方法で算出してください。 

⇒例）月１回、準備から片付けを含めて８時間会場を使用する場合は、光熱水費

を日数（１／31）と時間（８／24）で割り、算出する。 

⇒そのほかに按分の対象となる経費は、使用料及び賃借料・役務費になります。 

 

７-14 保険料金について３ヶ月分まとめて支払っていますが、実績報告の際

には各月ごとに振り分けて記載しますか。 

 

⇒実績報告は月ごとに記載することとなっています。レシート等に記載された

月分としてまとめて記載してください。 

 


